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１_委員会（県庁第二会議室） 

 

 

 

「平成３０年度 第１回宮城県農村振興施策検討委員会」 

（全体会議） 

日時：平成 30年 8月 27日 9時 00分から 9時 20分 

                              場所：宮城県庁行政庁舎「第二会議室」 

 

司会： 定刻となりましたので，これより平成３０年度第１回宮城県農村振興施策検討委員会を開

催いたします。 

はじめに，農林水産部技術副参事兼農村振興課技術補佐総括担当 山中俊市よりご挨拶申

し上げます。 

 

山中： 皆さん，おはようございます。宮城県農村振興課の総括を仰せつかっております山中と申

します。委員の皆様にはお忙しいところ，そしてお足元の悪い中ご出席をいただきまして誠

にありがとうございます。また、委員の皆様には，日頃より本県の農林水産業の推進，特に

農村振興施策へのそれぞれの立場から格段のご支援とご協力を賜りまして，この場をお借り

しまして厚く御礼を申し上げたいと思います。 

県の農村振興に係る取り組みにつきましては，配布資料にもございます農林水産の行政施

策の概要の中に，にぎわいのある農村への再興というものを掲げまして，都市と農村の交流

を促進し，多面的機能支払等による地域資源の保全・管理の取り組みを一層支援することと

しております。 

特に，農村地域は人口減少や高齢化が都市部と比べまして著しく進行しており，農業者の

減少，集落機能・地域活力の低下，それに伴いまして農地等の保全管理に苦慮するなど課題

に直面しております。これらの課題に対応するためには，農業を足腰の強いものとして取り

組みまして，併せて，集落機能の維持や地域の活性化に繋がる各種施策を一体的に推進しな

がら農村振興を図っていくことが必要と考えております。 

    そのために本検討委員会では，中山間地域等直接支払交付金と多面的機能支払交付金，中

山間地域等農村活性化事業の３つの施策に対しまして検討を行っていただきます。そして委

員の皆様から貴重なご意見及びご助言をいただくために，年３回の委員会を開催する予定と

しております。 

さて，今回の第１回目の農村振興施策検討委員会ですが，前回の検討委員会から新しく委

員に任命された方もおりますことから，今回は，現地調査と意見交換を実施することとして

おりまして，七ヶ宿町並びに白石市で行うこととしております。 

    また，意見交換の際には，委員の皆様には忌憚の無いご意見とかご助言をいただければ幸

いと存じます。 

    今日は，バス移動という形で長時間の移動となりますので，何かございましたら職員に何

なりとお声掛けいただければと思います。 

    結びとしまして，本日の検討委員会が本県の農村振興の益々の活性化に役立てられること

を祈念しまして，簡単ではございますが開会のあいさつとさせていただきます。本日はどう

ぞよろしくお願い致します。 

 

司会： ありがとうございました。今回の委員会は平成３０年度の第１回目の委員会であり，かつ
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１_委員会（県庁第二会議室） 

 

 

 

第６期としての新たな任期の初めての委員会でもあります。新任の委員，専門委員の方もい

らっしゃいますことから，ここで委員・専門委員の皆様をご紹介いたします。 

    まずは，委員の皆様をご紹介いたします。宮城大学名誉教授の大泉一貫委員でございます。 

 

大泉委員： 大泉でございます。よろしくお願いいたします。 

 

司会： 株式会社 東北地域環境研究室 専務取締役の島谷留美子委員でございます。 

 

島谷委員： 島谷でございます。よろしくお願いいたします。 

 

司会： 石巻専修大学 経営学部経営学科 准教授の庄子真岐委員でございます。 

 

庄子委員： 庄子でございます。よろしくお願いいたします。 

 

司会： 河北新報社 論説委員の寺島英弥委員でございます。 

 

寺島委員： よろしくお願いいたします。 

 

司会： 株式会社日本政策金融公庫 仙台支店 農林水産事業統括の阿部司委員でございます。 

 

阿部委員： 阿部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

司会： もう一人の委員であります，株式会社はなやか 代表取締役の伊藤惠子委員につきまして

は，本日所用により欠席でございます。以上，紹介いたしました６名の委員につきましては，

継続しての就任でございます。 

    次に，今期から新たに委員に就任いただきました２名の委員の皆様をご紹介いたします。

みやぎ農業振興公社 理事長の寺田守彦委員でございます。 

 

寺田委員： 寺田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

司会： みやぎ生活協同組合 理事の石川雅子委員でございます。 

 

石川委員： 石川でございます。よろしくお願いいたします。 

 

司会： 以上，継続・新規合わせて８名の方が当委員会の委員となります。 

    引き続きまして，専門委員の皆様をご紹介致します。加美よつば農業協同組合 理事の加

藤孝志専門委員でございます。 

 

加藤専門委員： 加藤でございます。よろしくお願いいたします。 
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１_委員会（県庁第二会議室） 

 

 

 

司会： 本日欠席している２名の専門委員ご紹介をします。株式会社地域会社デザイン・ラボ 代

表の遠藤智栄専門委員，及びふるさと水と土指導員の文屋文夫専門委員につきましては，本

日所用により欠席でございます。以上の３名の専門委員の皆様は継続して就任いただいてお

ります。 

    最後になります。今期から新たに専門委員に就任いただきました，宮城県土地改良事業団

体連合会 専務理事の菅原喜久男専門委員でございます。 

 

菅原専門委員： おはようございます。菅原でございます。よろしくお願いいたします。 

 

司会： 只今ご紹介いたしました４名が専門委員でございます。 

    以上，委員・専門委員合計１２名の皆様で当委員会を進めていくことになりますので，よ

ろしくお願いいたします。 

    ここから，委員長の選任に入りたいと思います。今期から新たな期に入りますので，委員

長の選任をお願いいたします。 

    次第の後ろ側にも付けておりますが，本条例第四条で「委員長及び副委員長は，委員の互

選で決める」となっております。これまでは，大泉一貫委員が委員長，みやぎ農業振興公社 

元理事長の髙橋正道委員が副委員長の役を担っていただいておりました。 

委員長につきましては継続して大泉一貫委員に担っていただくことでよろしいでしょう

か。（異議なしの声。） 

ありがとうございます。大泉委員に委員長を担っていただくことにいたします。 

    続きまして，副委員長でございますが，委員の皆様からご提案やご意見はございますでし

ょうか。（事務局の案は有るのかの声。） 

はい，わかりました。事務局の案といたしましては，みやぎ農業振興公社 寺田理事長様

に担っていただきたいと考えていますが，いかがでしょうか。（異議なしの声。） 

ありがとうございます。それでは新たな期は大泉委員長と寺田副委員長の体制で当委員会

の方を進めさせていただきますので，よろしくお願いいたします。 

    ここで，本日の委員会の資料の方を確認いたします。資料については，出席される委員の

皆様には事前に送付しておりましたが，本日も袋に入れてあるとおり同じ資料を配布してご

ざいます。委員の皆様には次第は送っておりましたが，条例の写しや規約等は付けていませ

んでしたので，今回あらためまして，条例の写しなどを次第に入れてございます。 

    また，資料１～３，制度のあらましは事前に送っていたものと同じなのですが，資料１を

１枚捲っていただきまして，湯原集落協定の概要は１枚表紙のみだったのですが，今回，裏

面に第４期対策の現状をまとめたものを付け加えさせていただきました。変更になったとこ

ろは，ここのみでございます。 

    その次に，今回あらためて配布しておりますのが宮城県農林水産部のパンフレットと中山

間地域等直接支払に係る集落協定アンケート結果の両面資料でございます。また，ふるさと

水と土保全隊の活動状況の調査結果の両面１枚ものでございます。 

    さらに，宮城の多面的機能支払交付金のＰＲ広報紙の「ぐるみ」というものを付けてござ

います。これは，資料の説明にもあるのですが，４ページから１０ページに関しまして，実

施状況アンケートというものがあるのですが，これを見て欲しいのでこれを今回配布してご
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ざいます。資料に関しては以上でございます。 

    今回，お配りしております宮城県農村振興施策検討委員会運営要領ですが，本来であれば

委員会にお諮りして修正するのが本来の形でございますが，別表に新たに加わりました，又

は交代になりました委員様の訂正のみでございますので，事務局の判断で改正させていただ

いております。名簿の変更のみということでございます。以上までよろしいでしょうか。（特

に意見なし。） 

    それでは，委員会の方を進めさせていただきます。本委員会は，条例第五条に規定により，

委員の半数以上の出席で成立することとなっております。８名中７名出席しておりますこと

から，本委員会は成立していることをご報告いたします。また，本委員会は県の情報公開条

例に基づき公開としております。さらに，本日の議事録については後日公表となりますので，

ご承知願います。なお，本日は現地での意見交換会となりますことから，マイクを用意して

おりません。議事録作成のためＩＣレコーダー等により録音いたしますので，恐れ入ります

が発言の際は大きな声でお願いいたします。なお，本日の委員会の議事録は，先程もお話し

しましたが公開となりますので，事務局で作成したものを後日メールまたはファクシミリで

送付しますので，ご確認いただければと思います。 

    それでは，これより議事となります。現地での調査及び意見交換とはなりますが，本委員

会は条例で委員長が議長となることになっておりますので，ここから以降は大泉委員長に議

事の進行をお願いしたいと思います。委員長には委員長就任のあいさつも合わせてお願いい

たします。それでは大泉委員長，よろしくお願いいたします。 

 

大泉委員： 委員長を務めさせていただきます宮城大学名誉教授の大泉でございます。新たな任期

ということでございまして，初めてお目に掛かる委員の方もおられますが，ひとつよろしく

お願いをいたします。この委員会ですが，農村振興施策検討委員会という名前としては非常

に大きい名前が付いているのですが，実は３施策について議論する場でありまして，そうい

ったことではちょっと施策の内容に踏み込むということで，ストレスが溜まる可能性もある

内容でございます。ではありますが，現在，農村社会人口減少・地方創生なる言葉が行き渡

っていまして，検討の中では多かれ少なかれ多様な中から議論しなければならない状況にな

ろうかと思いますので，皆様には忌憚の無いご意見やご助言等をお願いすることになろうか

と思います。はなはだ簡単ではございますが，委員長の就任のあいさつとさせていただきま

す。本日はよろしくお願いいたします。 

 

司会： 大泉委員長，ありがとうございました。これから七ヶ宿町及び白石市方面の現地に移動い

たしますので，１階正面に仙南交通の貸し切りバスを用意しておりますので，ご乗車願いた

いと思います。 
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３_現地調査（七ヶ宿町：七ヶ宿地域ふる水関地区） 

 

「平成３０年度 第１回宮城県農村振興施策検討委員会」 

（中間地域等農村活性化事業：七ヶ宿地域ふるさと水と土保全隊） 

日時：平成 30年 8月 27日 13時 40分から 13時 55分 

                          場所：七ヶ宿町関地区「弁天池」 

 

佐藤： 水路の方は後ろ側になりますが，池の後方に見えるコンビニの横あたりに水路があ

りまして，水が流れ出ている水路の脇の草を取ったりですね，デッキブラシで磨いた

りということで清掃しています。活動の場所がここの弁天池を中心とした公園という

ことで，こちらが活動場所になっています。 

 

司会： 何か質問とか聞きたいことあれば。 

 

加藤専門委員： 魚とかいないのか。 

 

佐藤： 魚はですね，抜いて水路の掃除をした時に，小さいフナみたいな魚が何匹か流れて

きたので，ちょっと生息しているようです。 

 

加藤専門委員： イワナはどうか。 

 

佐藤： イワナとかはいないですね。はい。川とかだといるんですけども。 

 

司会： これは関用水路の水使っているのですね。 

 

佐藤： そうです。関用水路の水を使って，あとはちょっと非常時に消火するための溜め池

として使っています。 

 

加藤専門委員： 睡蓮なんだね。 

 

佐藤： はい。 

 

加藤専門委員： 睡蓮。 

 

佐藤： 睡蓮です。 

 

加藤専門委員： 赤い睡蓮。小さいのとかね。赤い睡蓮と小さい睡蓮ですね。 

 

佐藤： あとはたまに水位を下げてですね，地区の方で中の草取りをしたりというような中

の清掃も行っています。 
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庄子委員： 手入れは結構大変なんですか？ 

 

佐藤： 手入れそうですね。結構水を抜いて，重機を使って溜まった草とか泥を上げるそう

で，今まで結構大変だったと言うことです。柵が今まで取り外しできなかったんです

けども，弁天池という看板があった所の後ろですね，今回地区の要望で舗装工事と合

わせて柵を取り外ししやすい構造に替えまして，そこから機械を入れやすく改修させ

ていただきました。 

 

庄子委員： 蓮ですかね，白いのは。 

 

司会： 睡蓮。 

 

佐藤： 睡蓮ですか，すいません。 

 

司会： 睡蓮と蓮って違うのですか。 

 

庄子委員： 睡蓮を選んだのは何か理由があるんですか。 

 

佐藤： 選んだのはですね，たぶんその時の町長の好みかなと思うんですけども。 

 

司会： 浄化作用とかあるのかな。 

 

事務局： 浄化作用がある。でも逆に根っこが大変だね。 

 

庄子委員： 見た目ですか。 

 

佐藤： ここお散歩コースにというか，歩いて地区の方の憩いの場所になるようにという思

いで舗装したというように聞いているので，何かしら景観作物のような形で植物を植

えたのかなというふうに思います。 

 

司会： あとは何かございますか，大丈夫ですか。 

 

佐藤： ここを通る時にあそこの花壇を見ていただいて良いですか。 

 

司会： これでここ終わりにしてよろしいですか。 

では佐藤様どうも今日はありがとうございました。 
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４_現地調査（白石市：八宮環境資源保全会） 

 

「平成３０年度 第１回宮城県農村振興施策検討委員会」 

（多面的機能支払交付金事業：八宮地区環境資源保全会） 

日時：平成 30年 8月 27日 14時 20分から 14時 50分 

                          場所：八宮地区環境資源保全会現地 

 

司会： ここからは，多面的機能支払交付金事業 白石市「八宮地区環境資源保全会」の現

地調査になります。八宮地区環境資源保全会及び白石市の方々に出席いただいていま

すのでご紹介いたします。会長の日下正彦様です。 

 

日下会長： どうぞよろしくお願いいたします。 

 

司会： 書記の髙橋純一様です。 

 

髙橋書記： よろしくお願いいたします。 

 

司会： 市役所の荒生係長様です。 

 

荒生： よろしくお願いいたします。 

 

司会： 山岡様でございます。 

 

山岡： よろしくお願いいたします。 

 

司会： ちょっとご説明をお願いいたします。 

 

荒生： 私から，こちらの組織について概要を説明させていただきたいと思います。 

    この組織についてですが，名称は「八宮地区環境資源保全会」で，活動が平成１９

年度から続いております。現在，会員数は１９３名になっております。協定参加団体

としましては，八宮自治会，芹沢自治会，大網自治会，弥治郎自治会の４自治会と，

その他の団体としまして八宮農業生産組合，子ども会，婦人会のすみれ会などで構成

されております。多面的の協定面積ですが，１１７万８千４百平方メートル，交付金

額が平成２９年度実績で５百３１万１千２百８８円となっております。 

    こちらの取り組みのポイントとしまして，平成１９年度から４つの自治会が協定を

結び，農地・水の時から今年で１２年目になっており，協定面積も徐々に増やしてき

ております。さらにこちらの蓮田のように，資源向上にも年々力を入れている組織さ

んとなっております。 

    また，白石市としまして現在，白石３白（しろいしさんぱく）野菜として，白いカ

ボチャ，白いサトイモ，そして生で食べても甘い白いトウモロコシの栽培を進めてお
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りまして，こちらの組織さんも白いトウモロコシの「ピュアホワイト」と言いますが，

その生産にも去年から取り組んでもらっています。毎年７月の最終土曜日に，ピュア

ホワイト祭りを開催しておりますので，来年は是非皆様にもお越しいただければと思

います。以上がこの八宮地区環境資源保全会の概要となります。 

 

日下会長： 皆さんどうもご苦労さんでございます。会長の日下と申します。 

ただ今，地区概要についてお話しを申し上げたわけでございますが，皆様，その地

図を見てもらえば分かると思いますが，ここは一番標高が低い所でございまして，こ

こは大体７０～８０メートルになっています。そしてここからずっと奥まで，蔵王の

麓までこの地区はございまして，標高４００メートル地帯まで農用地が点在しており

ます。ですから，ここはある程度ほ場整備はしておりますけども，ここの上に行った

らほとんど未整備地です。 

私は，平成２４年に会長になったんでありますけども，「中山間直払事業を導入した

いから何とか作業してくれないか」ということを市の方に強く要請いたしまして，平

成２８年に採択されております。この多面的機能支払事業と中山間直払事業の両事業

を行っておるわけでございます。それぞれ役員は重複する人，全く違う人など居りま

すけども，そういうことで２つの事業を導入しています。皆さん分かると思いますが，

ほ場整備していない所は，この草刈りにおいても，耕運においても何倍も手が掛かる

ことでございます。私は，それを見てきているわけでございます。この山間地の人達

は，もの凄く手を掛けて作物を栽培しているわけでございます。恐らくあと数年後に

は，その方々がリタイヤしますと農地は荒れ地になってしまうと。私も，それを一番

恐れていることでございまして，中山間直払事業は幾らかでもこの支援金を渡せるわ

けでございまして，そういうことで何とか農地の荒廃を無くしたいというのが第一番

目の目標でございます。 

この蓮田は，５年前に下の方を，こちらが３年前に栽培を始めたわけでございます。

何故この蓮を導入したかというと，元々このあたりは水田を耕作しておりました。し

かしながら，ここの地権者が倒れまして，今は農作業ができるような状態ではないと

いうことで，私がその地権者と色々交渉しながら「保全会に貸してほしい」と。そし

て，「私の方に任せてほしい」と言うことで，了解を取り付けしながら役員の皆さんと

色々話し合いをいたしまして，「だったら皆さんに見せられる何か花でも良いんじゃな

いか」ということになりまして，蓮ということが出てきたわけでございます。私らも

いろいろと勉強をしまして，福島県の桑折町に東大まで行って勉強した方がいるとい

う話しを聞きましたので，そこに行きまして色々と勉強させていただきました。この

一番下，この下の蓮田は３株だけ購入しまして，真ん中，端っこということで３株植

え付けしました。上の蓮田も３株のみでございます。１年目はこう広がりはないので

ありますが，２年目からほとんど広がって，このような状況になるわけでございます。

特に，こちらに栽培した苗は非常に優秀な苗だったのでありますが，どうも３，４年

前から白鳥が来まして，我々は最初は喜んだんですよ「白鳥が来た」ということで。
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ところが，白鳥は下の根っこを掘ってレンコンを食べてしまうんですね。一番優秀な

株がここの真ん中にあったのですが，全部食べられてしまって，もう全く株が無くな

ってしまったわけでございます。 

    それから，ここはいつでも水は年がら年中掛けておけますから，このような状態で

４月の末から８月にかけて，今年は８月上旬かな？８月上旬からこういうふうに蓮が

咲きます。ですから，委員会が２７日と言われたんですけども，蓮の花は無くなるだ

ろうというふうに見ておったのですが，まだチラホラありましたので，私も安心した

わけでございます。 

    ただこれにも課題がありまして，根っこが絡まってどんどん増え続けます。ですか

ら下の方は恐らく根絡みで生育状況が悪くなったのかなということで，これを蓮田を

一旦干して，来年はもう一度根っこを取って，また苗を植え付けようかなと思ってい

るわけでございます。 

    また，そこの法面にずっと芝桜を植え付けしているわけですが，２列ほど芝桜を植

え付けしております。これはあちらの道路から見ますと１ヵ月間くらい満開になる。

もの凄く綺麗に見えるわけでございます。そこにこの蓮の場合は，写真家がけっこう

朝とか夕方に来まして見学，そして撮影をしております。あと，この近隣の方々が見

物に来ておりまして，我々もここを蓮田にして良かったなというふうに，一安心をし

ております。 

    諸々まだまだあるのですが，時間が無いのでしょうから以上でございます。 

 

司会： ありがとうございます。何かここで皆様からご質問などございますか？大丈夫です

か。 

 

寺島委員： これ何年からと仰いましたか 

 

日下会長： 平成１９年から，農地・水環境対策ということで導入したのでございますが。

平成２４年だもんね，蓮はね。 

 

髙橋書記： そうですね。 

 

日下会長： 違うか。 

 

髙橋書記： 平成２５年ですか？今年３０ですから。 

 

日下会長： これは平成２５年からです。 

 

髙橋書記： 今年５年目ですからね。 
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寺島委員： ６年目ということですね。 

 

日下会長： ５年ですね。 

 

寺島委員： ５年。 

 

髙橋書記： 下は５年でこちら上が３年になります。 

 

日下会長： こちらが３年。 

 

髙橋書記： ３年目になります。 

 

寺島委員： なかなか思いつかないですよね，蓮って。 

 

日下会長： そうですね。ですから珍しいからそっちこっちから見物に来るんですよね。 

 

寺島委員： 全然手を掛けなくても育っちゃうんですね。 

 

日下会長： そうはいかないんですね。初年度は荒らしている田んぼだったから，物凄い雑

草です。我々役員何人位だったかな，７，８人位かな。 

 

髙橋書記： そうですね。 

 

日下会長： 朝仕事で３日掛かりました。ここの雑草取り。荒れてない田んぼは大丈夫だと

思うんですけど。 

 

寺島委員： 要するに普通の田んぼに水を入れた状態にそこに苗を植えたということです

か？ 

 

日下会長： そうですね，代掻きした状態でね。 

 

寺島委員： 代掻きした。はい。 

 

司会： では，意見交換の時間もありますのでちょっとここを移動しまして，続きは意見交

換の方でお願いしたいと思います。 
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「平成３０年度 第１回宮城県農村振興施策検討委員会」 

（多面的機能支払交付金事業：八宮地区環境資源保全会） 

日時：平成 30年 8月 27日 15時 00分から 15時 45分 

                          場所：白石市役所農林振興センター「会議室」 

 

司会： 白石市での意見交換会を始めます。先程，現地調査を行いました多面的機能支払の

取り組み，八宮地区環境資源保全会の方に出席いただいております。あらためまして

日下正彦会長様でございます。 

 

日下会長： はい。よろしくお願いいたします。 

 

司会： 髙橋純一書記でございます。 

 

髙橋書記： よろしくお願いいたします。 

 

司会： 荒生博幸係長様でございます。 

 

荒生： よろしくお願いいたします。 

 

司会： 山岡洋様でございます。 

 

山岡： よろしくお願いいたします。 

 

司会： 本日の検討会につきましては，伊藤委員が欠席ではございますが，本委員会の条例

第五条の２により委員の半数以上の出席で成立することになっておりますので，本委

員会は成立しておりますことをご報告いたします。また，県の情報公開条例に基づき，

本委員会，意見交換会につきましては公開となりますので，予め了承願います。 

それでは，意見交換会の方を進めてまいります。次第に従いまして大泉委員長から

挨拶をいただきたいと思います。大泉委員長，よろしくお願いいたします。 

 

大泉委員長： それではご指名ですので，議事の進行をさせていただきます。本日はお忙し

いところありがとうございます。先程，現地で状況を教えていただきまして，確認さ

せていただきました。更に付け加えてですね，取り組みの成果があるというお話しで

あれば，更にそれを加えていただきたいのと，それからこの事業自体の課題，あるい

は要望等がございましたら，お聞きしたいと思います。時間が３０分くらいしか予定

されてないものですから，あとの意見交換も手短に行いたいと思いますが，できるだ

け端的に教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 
- 29 -



５ 意見交換（白石市：八宮環境資源保全会） 

 

司会： 大泉委員長ありがとうございます。 

    ここからは議事に入りますが，本委員会では条例で委員長が議長となることになっ

ておりますので，ここから大泉委員長に議事の進行をお願いいたします。なお，本委

員会では議事録作成のため，ＩＣレコーダーにより録音をして記録を作成します。本

日はマイクを準備しておりませんので発言の際は大きな声でお願いいたします。それ

では大泉委員長，議事の進行お願いいたします。 

 

大泉委員長： 八宮地区のこの事業「こんなところ良かったけど，こんなところがちょっと」

なんて言うのがあったら教えていただければと思います。日下さんからどうですか。 

 

日下会長： 私の方から，今日は多面的機能支払交付金事業についてでありますから，それ

らについて私から何点か申し上げたいと思います。 

    「この事業を通じて，農村地域社会環境にどんな影響を与えているのか」というこ

とについて申し上げたいと思います。既に，本事業に取り組んで１２年経過していま

すが，昔は農村というと「結制度」があって，それぞれ皆で共同作業をやっていたわ

けです。しかしながらここ１０年，２０年はそれが崩れてきまして，自分の田んぼや

自分の畑さえやっていれば良いんだという考え方が非常に強くなってきたと思います。

そういう点では，この多面的機能支払事業の関係については「地域ぐるみで農用地の

環境整備が出来ますよ」と。「多少は働いた分あげますよ」と。これは自治会では出来

ないわけでありまして，やはり組織があったから皆さんが一生懸命取り組まれるので

はないかと思っているわけでして，当然，農地の荒廃化は農業委員会で調べてもらえ

ば分かるのですが，私の保全会だけは，農振地域内での荒廃化農地はゼロということ

で，非常に効果があったと思います。 

    第２点は，地域の美化運動や花づくり運動を展開しているわけでございます。やは

りそれぞれ４つの自治会があるのですが，どこかしこに花がいっぱい咲いているとい

うことになりますと，他の地域の方々も非常に印象深く見ていくのではないかと思っ

ております。特に，この地域の上には「鎌先温泉」とか「こけし村」とかそういう観

光地があるわけですから，なるべくならそういう花を飾りながら皆さんに見てもらい

ながら「良い地域だな」というふうに思ってもらえたなら最高だなと考えています。 

この問題については，農家だけではなくこの事業は非農家も加入できるわけでござ

います。うちの方は，約２００戸加入していただいておりまして，１人も脱落した方

がおりません。そういう関係から，この事業の成果については，皆が事業を共有でき

る点では，良いのかなと思っております。 

第３点は，地域的に４つの自治会に跨がっているわけでございます。それぞれ特徴

がありますが，毎月，月に１回ずつ定例会を開いております。我々も，ずっと先の標

高が３００メートルぐらいの所は，何をやっているかちょっと見えにくいものですか

ら集まってもらっています。そういう関係で，この４つの自治会の色んな催しやイベ

ントについては自治会長が率先してやっていただいているわけですが，やはり花を作
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っても「あそこの自治会でああいうのを作った，こちらの自治会ではこういうのをや

りましょう」というような競争意識が出てきました。そういう点では，今後，さらに

前進していくのではないかなというふうに思っています。ですから，我々の保全会の

地域の人は，一人一人がそういった意識を持ちながら，今後の少子化，あるいは高齢

化，あるいは限界集落等の課題など様々あるわけですが，この事業を通じて集落の機

能低下がしないようにやっていけるのではないかというふうに私は思っておりまして，

今後も色んな面で，集落単位で皆さんに訴えながら，そして協力していただきながら

進めていきたいというのが，事業の成果としての私の結論でございます。 

 

大泉委員長： はい。ありがとうございました。多面的機能支払交付金を利用しながら，保

全会を維持して発展的に取り組むということですか。 

 

日下会長： プラス，中山間直払い事業も入っていますから。 

 

大泉委員長： 中山間直払事業ですか。 

 

日下会長： はい。 

 

大泉委員長： 入っているんですね。 

 

日下会長： ええ。 

 

大泉委員長： そうですか。 

 

日下会長： これが平成２８年度から３年目ですかね。新しいです。 

 

大泉委員長： 協定面積１１７ヘクタールですよね。 

 

日下会長： はい。 

 

大泉委員長： はい。ということですが，委員の皆さんからご意見あれば，質問等があれば

伺いましょうか。 

 

阿部委員： これだけの１００ヘクタールを超える非常に大きな組織を，上手く運営されて

いる秘訣というのは，先程，自治会さんの活動との連携というのはありましたが，そ

れが一番大きいのでしょうか。 

 

日下会長： 我々の大字八宮と言う範囲に，この入会は全部入るわけであります。その中で，
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八宮牧野農業協同組合というのがあるんです。それは法人化している八宮農業生産組

合とイコールになっているものですから，そこには約４０ヘクタールの農用地があり

まして，色んなもの栽培をしております。そこの組合長が私なんです。そういうこと

によって，自治会の方々とも頻繁に交流出来るし，皆さんが組合員でありますから，

そういう点では上手く，それぞれ４つの地区の関係については自治会長にお任せしな

がら，そして調整を図りながら，加えて連携を図りながら進めているということが一

番良いのかなと思っています。 

 

阿部委員： この農業組合さんは４つの自治会に跨がってる？ 

 

日下会長： そうなんですよ。 

 

阿部委員： そうですか。 

 

日下会長： それは１４４戸しかいないんですけど，跨がっていますから。全部。それで「お

前がやれ」ということになっておりますので，役職上で私が会長になっているという

のが実態です。 

 

阿部委員： 会長さんが全体を見ているのですね。 

 

日下会長： 全体をまとめて。 

 

阿部委員： まとめてね。 

 

大泉委員長： 八宮生産組合というのは，何か転作で加工して何か付けていたということは

ありますか。 

 

日下会長： 集団転作はしているのですが，私も国で進めている６次産業化には必ず乗らな

くてはならないなというふうに思っています。今，うちの方で販売しているのは焼酎

だけです。小麦とカボチャ作っているんです。今日，持ってくれば良かったんですけ

ど。 

 

大泉委員長： そうですか。 

 

日下会長： ええ。 

 

大泉委員長： 昔，農商工連携かなんかやられた団体とは違うんですかね？これね。 
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日下会長： 違いますね。 

 

大泉委員長： 違うね。そうですか。分かりました。他，ありますか。 

 

寺島委員： 子ども会はどういう活動をされていますか。 

 

日下会長： そうですね。この子ども会が貴重なんですよね。この多面的機能のこちらの資

料は配布されているんでしょうかね。 

 

司会： 配布しています。 

 

日下会長： 子どもさん達にも資源向上活動の中に入っていただいています。これも，ずっ

と継続してきているわけですが，小学生の皆さんと連携をしていったならばどうなの

かと言うことで。スタートはプールみたいに作ったところに魚を放流して，そこで魚

掴みなんかをするイベントをやっていた時期があったのですが，これではダメだと，

自然の中に放さないとダメだなということで。「グリーンパーク不忘」ってあるのです

が，釣り堀があるんです。ここに載っている小川みたいな所が人工的に作った所なん

ですよね。ここに放して，危険性は全く無いわけでありまして，小学１年生から６年

生まで魚掴みをしてもらいます。これは丁度，夏休みのスタートですから，丁度梅雨

明け前で寒いんですね。寒くても子ども達は一生懸命になって掴み方します。でも，

小学生の女の子なんか「こわい」なんて去年は掴めなかったんだけど，今年聞いてみ

たんです。そしたら今年はバチッと掴んだということで。また，流し温麺をしたり，

あるいは，そこでピザも焼いたりしているんです。これが大人気でございまして。そ

んなことを，アトラクションとしてやっております。さらに，ここに看板があります

よね？これ，夏休みに啓発ポスターの作成として小学１年生から６年生までの児童全

部に描いていただくわけです。今年も描いていただいてですね，この看板は大字八宮

の道路沿いの６ヶ所ほどに設置しているんですけども，入れ替え差し替えでその子ど

もさん達の啓発ポスターの貼り付けをしています。これは，「ごみをすてるな」という

ことを描いていますが，こんな感じでそれぞれ独自で絵を描いてもらって看板に貼り

付けをしております。 

 

大泉委員長： 今回は，２つでしたっけ。 

 

日下会長： 子ども会は２つでしたか。 

 

髙橋書記： 子ども会はそうですね。 

 

大泉委員長： 他にもあるんですかね。入ってない子ども会。 
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髙橋書記： 全員です。 

 

大泉委員長： 全員入っている。 

 

髙橋書記： 全員です。この大字八宮では２つの区に分かれますが，全員入ってらっしゃい

ますね。 

 

大泉委員長： 大字はこの２つの子ども会からなってらっしゃるんですね。 

 

髙橋書記： そうです。 

 

大泉委員長： わかりました。 

 

日下会長： だから６年間やっているわけですから，魚掴みも５～６年生になると何匹も捕

まえる。 

 

庄子委員： いいですか。 

 

大泉委員長： どうぞ。 

 

庄子委員： 蓮田がメディアに取り上げられたということですが，どういったメディアに取

り上げられたのかと，メディアに取り上げられた後の反響というのを教えていただき

たいですが。 

 

髙橋書記： 代理店さんだったと思いますが，蓮田を撮影していった。 

 

日下会長： ミヤギテレビからちょっとあった。 

 

髙橋書記： ミヤギテレビさんだったかと思いますが，テレビ放映されましたのと，朝日新

聞さんが記事にされたという感じです。 

 

庄子委員： それは，投げ込みされたのですか。 

 

髙橋書記： いや，投げ込みはしておりませんで，テレビ局側さんから「取材したいのです

が」申し込みがあった。 

 

日下会長： 電話来たんだよね。 
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髙橋書記： ええ，向こうさんから電話がありました。投げ込みはしておりません。 

 

日下会長： してないです。 

 

庄子委員： この蓮田は今後も休耕地については蓮田にしていきたいという考えですか。 

 

日下会長： なかなか，これは手が掛かるからね。やっぱり綺麗に咲かさなければ皆さんに

「なんだ」ということになる。だから責任もありますので，もう１ヶ所，もしあの人

が要請すればね。 

 

髙橋書記： そうですねぇ。 

 

日下会長： あそこ連続して３枚くらいかなと思っています。維持していくのは大変難しい

んです。 

 

庄子委員： レンコンはどうされるのですか。 

 

日下会長： あれは美味しくないので「食べるな」というふうに言われていますので，私ら

は食べていません。 

 

髙橋書記： 普通レンコンってこれぐらいなりますけど，観賞用のやつはこのキャップぐら

いです。 

 

庄子委員： そうなんですか。 

 

髙橋書記： ええ。そういうものをせいぜいこれぐらいの２節（ふたふし），節（ふし）にな

りますね？あのレンコン。２節ぐらいのものを３ヶ所に植えてあのように。凄い勢い

で伸びるんです。そのためにはやはり肥料が必要なので，結構追肥をしたりする作業

がございます。毎年追肥しないと良い花が咲かないということでしょうね。 

    ただ根が混んできますと，先程会長が説明しましたように，なかなか伸びる所が無

くなるものですから，下の田んぼのようになかなか育ってくれないと。上はまだスペ

ースが有るのでどんどん伸びるかなというような。色々難しいところがあります。 

 

大泉委員長： 今は花が終わると枯れたような雰囲気になっちゃうんですか。 

 

日下会長： そうですね。ええ。 

 

大泉委員長： ちょっと枯れた雰囲気になっちゃう。 
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髙橋書記： あれを活用する方も居まして。花托を。 

 

大泉委員長： あの花托を。 

 

髙橋書記： こちら写真ございますが，あの花托を加工する女性の方がいらっしゃいまして，

地域の方に広報しまして，そして「どうぞお取り下さい」ということで。 

 

大泉委員長： あれは食べられないんだよね。 

 

髙橋書記： なんか「食べられない」と言う方と，「食べられる」と言う方と居まして。なん

か食べている方も居るらしいですけど，ちょっと存じ上げないです。 

 

大泉委員長： 良さそうな感じもしないでもない。 

 

島谷委員： はい。 

 

大泉委員長： はいどうぞ。 

 

島谷委員： 取組状況の中に「後継者不足と高齢化が大きな問題で」とありました。多くの

地域が抱えている問題と思います。事務作業など工夫されておられることを伺いまし

たが，特に困っていることや課題などがありましたら，また，「こういう工夫をしたら

もっとやりやすい」ということがありましたらお教えいただけたらと思います。 

 

日下会長： この環境保全会の組織として。 

 

島谷委員： はい。 

 

日下会長： 私はこのままでいきたいなというふうに思っていますけども，少し堅苦しいん

だね。色んな面で。中山間直払事業は，わりあいと共同活動の稼働５０パーセントは

やっていけるでしょ。 

 

島谷委員： はい。 

 

日下会長： 事業制度が細かすぎて，「これはダメだこれは良い」ってね，なんかやりにくい。

ハッキリ言って。使い方がなんか都合が悪い。そう思わないか。 

 

髙橋書記： 私は，書類をどうしても作るからですけど，今見直しをしていただいているそ
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うですけれども，出来れば書類がもう少しなんとかならないものかなと。 

 

日下会長： 簡便にして欲しい。 

 

大泉委員長： なるほどね。 

 

日下会長： だから，年配者だけが居る所は「もう止めようかな」という所，私が知ってい

る所だけで今年２ヶ所ありますから。止めた所。だから市に言っているのは，「七ヶ宿

町みたいに専任の担当を置いた方が良いんじゃないか」と。そして，それぞれの活動

組織が負担し合ってやった方が良いんじゃないかという話はしていますけども。 

 

大泉委員長： どうなんですか？書類収集は，そのへんは。今後は。 

 

荒生： 課長とか部長に進言したいと思っております。 

 

大泉委員長： ここ土地改良区なんかは無いんですかね。 

 

日下会長： あります。しかし「土地改良区の担当じゃないよ」っていう感じだもんね。 

 

大泉委員長： 分かりました。 

 

日下会長： 本当ならば，土地連から土地改良区に指示が来てこれ始まっているのかなと思

ったら，末端に来たら違うんだもんね。 

 

大泉委員長： なるほどね。 

 

日下会長： もう市役所に来てしまってね。 

 

大泉委員長： なるほど。分かりました。 

    あの，この事務の問題は農地・水の頃からずっと少しずつ簡略化しつつあるのです

が，それでもまだ，仰っているような事なのでしょうね。分かりました。 

 

日下会長： だって同じ中山間直払事業だって多面的機能支払事業だって同じなんでしょ。 

 

大泉委員長： うん。同じです。 

 

日下会長： それなのに中山間直払事業の方は物凄くやりやすいというか，処理しやすいと

いうか。ね。 
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大泉委員長： 予算項目が違うだけでね。うんそうだね。日本型直接支払制度，制度自体が

難しいから。その点，中山間地の方はね独自の。独立の。今２００億ぐらいかな？ 

 

日下会長： ただ問題は，中山間直払事業も今度は「ゼロにしなさい」って言うんだね。「ち

ょっと事業を４月に伸ばしたいな」って思うと，「ゼロにしなさい」って言うんだよね。 

 

大泉委員長： そうかそうか使い切りね。 

 

髙橋書記： 使い切り。 

 

日下会長： 多面的機能支払事業は，その辺少し柔軟性が出てきましてね，「契約がきちんと

しているならば３月末に伸ばしても良いよ」ということになっていますからね。 

 

大泉委員長： そうか。使い切り予算の問題ね。 

 

日下会長： あれ，何が違うんでしょうかね。片方「ゼロにしろ」って言うし。片方「少し

計画があるならば残しても良い」っていう。同じ農水省の出身の補助事業なんだけど

ね。 

 

大泉委員長： 本当ですね。 

 

日下会長： ええ。 

 

大泉委員長： やはり，執行で色々検討しなければいけないことっていうのは多いんでしょ

うね。そうやって見るとね。確かにね。使い切り予算となるとね。 

 

日下会長： ただ，相対的にはこの事業を導入しなかったら，どんどん農地の荒廃化が進む

ということは，私は目に見えているんです。ですから，農林課にも強くそのことを「も

っと取組を増やせ」と言ってはいるんだけど，今度は，市の財政の方から「あまり増

やさないで欲しい」って，去年でしたかね，一昨年でしたかね。 

 

大泉委員長： そうですか。 

 

日下会長： 私ちょっと増やそうかなぁと思ったらね，「これじゃダメだよ」って言われたん

です。財政の方から。まあ市も負担を多少するわけですからね。 

 

大泉委員長： 県もおそらくそうなんじゃないでしょうか。「あまり増やさないでくれ」とか
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ね。 

 

日下会長： でも農水省としてはこれ目玉ではないでしょうかね。 

 

大泉委員長： 目玉ですよ。だから予算は増えていますけどね。 

 

日下会長： ええ，そうなんでしょ。 

 

大泉委員長： だけどあれかな。そうですよね。これ水田利活用の予算は確か増えたな。増

えています。 

 

日下会長： 従来の農村の姿が無くなって消えていますから。やっぱりみんなで「一緒にこ

うしよう」っていう考えたことが出来るのは，この事業しか無いんですね。今のとこ

ろ。 

 

大泉委員長： そうですね。 

 

日下会長： これは，絶対に導入すべきであるし，やはりそれを上手く活用してその地域の

農地の荒廃化を防ぐということでは，一番良い事業ではないかなと思っています。 

 

大泉委員長： 良い事業だけど，弾力的に少し運用しようという話ですよね。 

 

日下会長： そうなんですね。 

 

大泉委員長： 分かりました。 

 

菅原専門委員： いいですか？ 

 

大泉委員長： どうぞ。 

 

菅原専門委員： 専門委員の菅原です。概要の資料を確認させて下さい。「協定参加団体５団

体」となっていて４つだけ書いるのですが，５つあるんですか？ということ。「すみれ

会」というのは婦人会かなんかということですか。 

 

日下会長： そうですね。 

 

菅原専門委員： 女性の会。 

 

 
- 39 -



５ 意見交換（白石市：八宮環境資源保全会） 

 

日下会長： ええ。女性の会です。 

 

菅原専門委員： ５団体ってなっているのですが。 

 

荒生： 私が最初，資料を県の方にお渡しした時に，最初，消防団が入っていたんです。 

 

日下会長： 消防団入っていたのか。 

 

荒生： 入っているんですね。 

 

日下会長： 消防団の役員になっているから。 

 

荒生： 消防団がそこに。 

 

菅原専門委員： 欠けている。 

 

荒生： すいません。 

 

日下会長： 来年は，防火クラブもこの団体に入ってもらおうかなと，思っているんです。

うちは，まだ少し女性の活躍が少ないものですから。引っ込み思案なものですから。

「何か組織ないかな」と思って色々考えたけど，急に「女性の組織作れ」っていって

もなかなか大変なものですから防火クラブを。大体，全戸加入ですから。 

 

菅原専門委員： すみれ会は女性の方の会だと今お聞きしたのですが，若い女性，若いとい

うか敬老会未満の方々ですか。 

 

日下会長： これがね，どっちも入っているんですよ。 

 

菅原専門委員： いずれ女性の会ですね。 

 

日下会長： そうなんです。 

 

菅原専門委員： その方々の会があるのですから，その方々の活躍も。 

 

日下会長： ですから。 

 

菅原専門委員： 花いっぱい運動とかは。 
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日下会長： そうそう。 

 

髙橋書記： ２０名のすみれの会員の女性の方々がいます。若い年齢とか年老いた年齢とか

幅広いんですけども，その方々がやったのがこの資料にありますポピーになります。 

 

菅原専門委員： なるほど。 

 

髙橋書記： すみれ会がやっているポピーが出ております。今日バスを降りていただい所，

あそこの所でポピーを「すみれ会」にやってもらっておりまして，今はその程度です。

これからは大きな全戸加入の防火クラブが入られますと，また違うかなと思っておりま

す。 

 

菅原専門委員： １１８ヘクタールほど協定面積があるのですが，そのうちの２０ヘクター

ルが畑ということで，今はピュアホワイトに力を入れているということなのですが，

ここら辺は前，「たばこ畑」が結構あったと思うのですが，今は無いんですか。 

 

日下会長： 昔はたばこの産地が結構あったのですが，今はほとんど無いです。今は栽培農

家は，たったの４戸か５戸です。あとは，たばこ農家は消えました。この２０ヘクタ

ールはほとんどが麦と蕎麦と，私どもの八宮農業生産組合の面積に入っていると思い

ます。 

 

髙橋書記： そうです。 

 

日下会長： あと飼料作物と。そんな関係ですね。 

 

菅原専門委員： それで一つ。私も一昨年まで県にいたのですが，中山間地域等直接支払と

多面的機能支払，その事業の名称のとおり中山間直払事業は直接支払なので，平場と

中山間地域と生産費の格差を助成する。数万円から何千円とか，農地の勾配によりま

すけど。ということで「５０％以上は各戸に配付して下さい」ということになってい

るので，そこが大きな制度の違いなんですね。この中山間直払事業と多面的機能支払

事業と。ということなので，多面的機能支払事業はそのメンバーなり支援者の方々が

作業した部分をお支払いするというもの。所得補償ではないので，資料作りが大変に

はなっていると思うのですが，こちらは平成１９年の最初から取り組んでいて，相当

内容は簡略化されているとは思って私は見ているんですけど。でも，まだまだ簡略化

が必要だということなんですよね。 

 

日下会長： ですね。私達の組織だけではないと思いますよ。 
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菅原専門委員： そうです。 

 

日下会長： 宮城県内どこに行っても，事務作業が大変なことと言えることなんでしょうと，

私は思っていますよ。うちら方も交流会をしているんですけど，「大変だ」って皆，言

ってますよ。 

 

菅原専門委員： 私，土地連なんですが，私が協議会の副会長をさせていただいています。 

 

日下会長： なんで土地連が，単独で土地改良区があるんですけども，行政の方でやるとい

うことにいつ変わったんでしょうかね。昔，土地連が主体でやっていましたよね。 

 

菅原専門委員： 農地・水は平成１９年度から始まって，私もその時に関わっているのです

が，宮城県の農地・水の協議会があって，そこに国から５０パーセントの交付金，県

から２５パーセントの交付金，市町村から残り２５パーセントを受け取り，交付金と

して協議会から各活動組織に交付していました。ところが，平成２６年に日本型直接

支払の法律が出来て，平成２７年度から交付ルートが国から県に国費が来ます。県は

国費と県費を一緒にして市町村に交付します。市町村から各活動団体に交付する。交

付ルートが変わったということが大きな違いですね。 

 

日下会長： なるほどね。 

 

菅原専門委員： そういうことで，農地・水の協議会は皆さんの組織の側面支援というか，

そういう形になっています。当然，私は土地連ですので，会員であります県内の土地

改良区は５０ありますので，総会なり役員会等では土地連としても多面的機能支払に

ついては，会員の方々に活動組織の支援にご協力を願いたいということは，毎回啓発

しております。そういうことで，非常に熱心にやっている改良区と，あまり取り組ん

でない改良区との温度差は結構あります。それを順に埋めていきたいとは思っており

ます。 

 

大泉委員長： ありがとうございます。時間が予定の時間でございますが，様々な課題，そ

れから要望等をいただきました。ありがとうございます。 

宮城県の農業農村振興というのは一口に言うのは簡単なのですが，ますます人が居

なくなって，それに対してどのように対応するかという話になってきておりますので，

本日の意見をいただきながら，事務局の方でそのへんを考えてみたいというふうに思

っております。今日はどうもありがとうございました。 

 

司会： 大泉委員長，ありがとうございました。本日の意見交換の内容を踏まえ本県の農村

振興に役立ててまいりたいと思います。なお，本日の意見交換会の議事録は，公開と
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なりますので，事務局で作成したものを後日，事務所を通しまして内容の確認をして

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

    以上をもちまして，本委員会の白石市での意見交換会を閉会いたします。皆様ご苦

労様でした。ありがとうございました。 
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